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移転価格に関する政令20/2025/NĐ-CP（政令

20）は、2025年2月10日に公布され、2024年

度以降事業年度に適用されます。

本ニュースブリーフでは、政令20の重要な要

素について概説します。
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政令20の変更点

企業は、利子控除に関する政令132の規
則を適用する際、特に移転価格税制上関
連者と見なされる金融機関によって課さ
れる利子について、しばしば課題に直面し
ます。2025年2月10日、財務省はこれら
の課題の多くに対処する政令20を公布し
ました。

• 政令では、信用機関法の改正に合わ
せて関連者の定義を拡大しました。新
法では、関連者には信用機関の関連
会社が含まれるようになりました。

• また、第三者である貸付人または保
証人を関連者として分類することにつ
いて制限を設けています。貸付人、保
証人、および信用機関は、借入主体
の「経営、支配、資本拠出、または投
資」に関与しない限り、関連者とはみ
なされません。この改正は、商業銀行
からの借入のみを理由に関連者取引
と分類されることへの納税者の懸念、
商業銀行からの借入が、これまで
EBITDAに基づく支払利息の控除に
制限を課していたこと、に対処するも
のです。
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• 政令132号に基づき、控除対象外の支

払利息は、翌年度に繰り越して、その

年の純支払利息/EBITDA比率が30%

を下回る場合に控除することができま

す。借入基準による関連者の定義に関

する政令20号の変更は、2024年以降

に適用されます。したがって、2024年

より前の期間は関連者とみなされてい

たが、2024年以降は関連者ではなくな

る金融機関から借入を行う場合、2024

年より前に発生した控除対象外の支払

利息を2024年以降の年度に繰り越す

ことができるかどうかという点で、疑問

が生じます。政令20号は、この点に関

して経過的なガイダンスを提供しており、

すなわち、2023年末時点での控除対

象外の支払利息は、残りの各年度に

均等に配分し、それらの年に控除でき

るものとしています。



▪ 政令20号は、税務当局からの要請に応じて

信用機関の関連者となる個人および企業に

関する情報を提供するベトナム国家銀行の

責任を拡大します。

▪ 最終法令には、法令 20 号による変更を組

み込んだ移転価格申告書の付録 Iの新様

式が含まれており、納税者は今後移転価

格申告書を提出する際にこれを使用する必

要があります。
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